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(57)【要約】
本発明は、物品２０を収容するコンテナ１０をモニタリ
ングする方法に関し、該コンテナの一つ以上の表面には
通電素材が設けられる。前記通電素材はコンテナ部材の
物理的特性の状態変化を決定するための検出手段３０と
して用いられ、コンテナ表面に具備されるデータ処理ユ
ニット４０によって、前記状態の情報が前記検出手段に
より得られる。前記方法は、コンテナ１０の位置が、該
コンテナ１０に接続される測位手段５０により決定され
、コンテナ１０の位置は検出手段３０によって得られる
状態情報に与えられる、ことを特徴とする。本発明は、
物品を収容するコンテナ、及び前記方法を実行するコン
テナに関する。



(2) JP 2008-526649 A 2008.7.24

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一つ以上のコンテナ表面に、コンテナ部材の物理的特性の状態変化を確かめるための検
出手段となる通電素材を具備し、該コンテナに、該検出手段から状態情報を受け取るデー
タ処理ユニットを具備する、物品を収容するコンテナをモニタリングする方法であって、
　前記コンテナと通信され、かつ、該コンテナの位置を決定する測位手段がコンテナの位
置を決定し、該コンテナ位置を前記検出手段により得られた状態情報と関連付けられる、
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記コンテナ表面に具備される測位手段によって、該コンテナの位置が決定される、こ
とを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記コンテナを輸送する輸送手段に具備される測位手段によって、該コンテナの位置が
決定される、ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　輸送手段に具備される測位手段によって決定される位置を、前記コンテナに具備される
前記データ処理ユニットに送信する、ことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記コンテナの位置を、ＧＳＭ装置、ＧＰＳ装置及び／又は方向探索送信機、からなる
測位手段によって決定する、ことを特徴とする請求項１から請求項４のうち一項以上に記
載の方法。
【請求項６】
　前記方向探索送信機、ＧＰＳ装置、又はＧＳＭ装置は測位の精度選択機能として用いら
れ、これらの測位手段は択一的、もしくは並列的に用いられる、ことを特徴とする請求項
５に記載の方法。
【請求項７】
　前記検出手段により得られる状態情報を目標値と比較して、目標値からの偏移を警報と
みなす、ことを特徴とする請求項１から請求項６のうち一項以上に記載の方法。
【請求項８】
　前記状態情報の比較は、前記通電層の電気的特性の測定値と、当該電気的特性の目標値
と、を比較することによって行なわれる、ことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記検出手段によって検出されるコンテナ部材の物理的特性が、目標値から偏移する場
合であっても、当該偏移が前記データ処理ユニット内に前記コンテナを開けることが可能
な位置として記憶されている場合は、警報とみなさない、ことを特徴とする請求項７及び
請求項８のうち何れか一項又は両方に記載の方法。
【請求項１０】
　前記検出手段により得られる状態情報をコンテナに具備される通信装置に送信し、該通
信装置は送信される状態情報をメッセージ受信装置に送信する、ことを特徴とする請求項
１から請求項９のうち一項以上に記載の方法。
【請求項１１】
　前記通信装置は、ＧＳＭ装置である、ことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記状態情報は、前記コンテナが目的地に着いたときに、前記通信装置から前記メッセ
ージ受信装置に送信される、ことを特徴とする請求項１０及び請求項１１のうち何れか一
項又は両方に記載の方法。
【請求項１３】
　前記状態情報は、前記コンテナが目的地に到着するまでに、前記通信装置から前記メッ
セージ受信装置に送信される、ことを特徴とする請求項１０及び請求項１１のうち何れか
一項又は両方に記載の方法。
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【請求項１４】
　前記状態情報は、前記データ処理ユニットによる比較により、前記検出手段により得ら
れる状態情報の目標値からの偏移が警報とみなされる場合に、前記メッセージ受信装置に
送信される、ことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記コンテナの測位及び前記検出手段により得られる状態情報とコンテナ位置との関連
付けは、前記コンテナのデータ処理ユニット又は前記メッセージ受信装置により行なわれ
る、ことを特徴とする請求項１から請求項１４のうち一項以上に記載の方法。
【請求項１６】
　前記コンテナは、該コンテナ内の雰囲気を検出する雰囲気測定装置を具備するとともに
、該コンテナ内において該雰囲気測定装置により測定される測定値は、前記データ処理ユ
ニットに送信される、ことを特徴とする請求項１から請求項１５のうち一項以上に記載の
方法。
【請求項１７】
　前記雰囲気測定装置は、温度センサ及び／又は湿度センサであるとともに、その測定値
は前記コンテナのデータ処理ユニットに送信される、ことを特徴とする請求項１６に記載
の方法。
【請求項１８】
　前記コンテナは、該コンテナ内に収容される物品を記録する物品検出手段を具備すると
ともに、検出される物品データは前記データ処理ユニットに送信される、ことを特徴とす
る請求項１から請求項１７のうち一項以上に記載の方法。
【請求項１９】
　前記コンテナは、該コンテナの開放端に設けられるアンテナを具備するとともに、当該
物品が該コンテナ内に収容されるときに、該コンテナに付設されるＲＦＩＤタグが該アン
テナを通過する間に、当該ＲＦＩＤタグを読み取ることで物品が記録される、ことを特徴
とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記コンテナは、前記物品の全てが該コンテナ内に収容されるときに、当該全ての物品
を検出する集団検出装置を具備する、ことを特徴とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２１】
　少なくとも前記コンテナ内に収容される物品の個数が、前記データ処理ユニットに記録
される、ことを特徴とする請求項１８から請求項２０のうち一項以上に記載の方法。
【請求項２２】
　前記コンテナから取り出される物品により、前記データ処理ユニットに記録された物品
の個数を減数するとともに、該コンテナから物品を取り出すことにより、当該物品に具備
され、かつ、明白に識別可能なＲＦＩＤタグを検出する手順の数が、偶数として記録され
る、ことを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記コンテナ内に収容される物品の個数に加えて、当該物品に関するさらなる情報が得
られる、ことを特徴とする請求項２１及び請求項２２の何れか一項又は両方に記載の方法
。
【請求項２４】
　前記記録された物品の個数、及び／又は、前記記録された物品に関するさらなる情報は
、前記データ処理ユニットから前記通信装置に送信され、この送信された情報をメッセー
ジ受信装置に送信する、ことを特徴とする請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記メッセージ受信装置は、当該物品の受取人側、又はモニタリングセンター側に設け
られる、ことを特徴とする請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　一つ以上のコンテナ表面に、コンテナ部材の物理的特性の状態変化を確かめるための検
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出手段となる通電素材を具備し、コンテナに、該検出手段から状態情報を受け取るデータ
処理ユニットを具備する、物品を収容するコンテナであって、
　前記コンテナは、該コンテナの位置を決定する測位手段と、前記データ処理ユニット内
の状態情報と当該コンテナ位置とを関連付ける手段と、を具備する、ことを特徴とするコ
ンテナ。
【請求項２７】
　前記測位手段は、コンテナ表面に設けられる、ことを特徴とする請求項２６に記載のコ
ンテナ。
【請求項２８】
　前記データ処理ユニットは、前記コンテナを輸送する輸送手段に設けられる測位手段と
通信状態に置かれる、ことを特徴とする請求項２６に記載のコンテナ。
【請求項２９】
　前記測位手段は、ＧＳＭ装置、ＧＰＳ装置、及び／又は方向探索通信機である、ことを
特徴とする請求項２６から請求項２８のうち一項以上に記載のコンテナ。
【請求項３０】
　前記測位の精度選択機能として、前記測位手段を択一的又は並列的に用いる、ことを特
徴とする請求項２９に記載のコンテナ。
【請求項３１】
　前記コンテナは、前記データ処理ユニットと通信状態に置かれる通信装置を具備する、
ことを特徴とする請求項２６から請求項３０のうち一項以上に記載のコンテナ。
【請求項３２】
　前記通信装置はＧＳＭ装置である、ことを特徴とする請求項３１に記載のコンテナ。
【請求項３３】
　前記データ処理ユニットは、前記検出手段により得られる状態情報を、当該コンテナ部
材の物理的特性の目標状態と比較する手段を具備する、ことを特徴とする請求項２６から
請求項３２のうち一項以上に記載のコンテナ。
【請求項３４】
　前記データ処理ユニットは、前記測定される通電層の電気的特性を、当該通電層の電気
的特性の目標値と比較する手段を具備する、ことを特徴とする請求項３３に記載のコンテ
ナ。
【請求項３５】
　前記コンテナは、該コンテナ内の雰囲気を検出する雰囲気測定装置を具備するとともに
、当該雰囲気測定装置は前記データ処理ユニットと通信状態に置かれる、ことを特徴とす
る請求項２６から請求項３４のうち一項以上に記載のコンテナ。
【請求項３６】
　前記雰囲気測定装置は、温度センサ及び／又は湿度センサからなる、ことを特徴とする
請求項３５に記載のコンテナ。
【請求項３７】
　前記コンテナは、保護部材を具備する、ことを特徴とする請求項２６から請求項３６の
うち一項以上に記載のコンテナ。
【請求項３８】
　前記コンテナは、該コンテナ内に収容される物品が記録される物品検出手段を具備する
とともに、該物品検出手段は、前記データ処理ユニットと通信状態に置かれる、ことを特
徴とする請求項２６から請求項３７のうち一項以上に記載のコンテナ。
【請求項３９】
　前記コンテナは、該コンテナの開放端周囲に具備されるアンテナを具備するとともに、
該アンテナは、前記物品が該コンテナ内に収容され、アンテナを通過する間に、前記物品
に付設されるＲＦＩＤタグを読み取る、ことを特徴とする請求項３８に記載のコンテナ。
【請求項４０】
　前記コンテナは、前記物品の全てが該コンテナ内に収容されたときに、当該全ての物品
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を検出する集団検出装置を具備する、ことを特徴とする請求項３８に記載のコンテナ。
【請求項４１】
　前記データ処理ユニットは、少なくとも物品の個数及び／又は当該物品に関するさらな
る情報を記録する手段を具備する、ことを特徴とする請求項３８から請求項４０のうち一
項以上に記載のコンテナ。
【請求項４２】
　前記データ処理ユニットは、前記物品に具備され、かつ、明白に認識可能なＲＦＩＤタ
グが検出される手順の数が、偶数か奇数かという結果を記録する手段を具備する、ことを
特徴とする請求項４１に記載のコンテナ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物品を収容するためのコンテナをモニタリングする方法に関し、前記コンテ
ナにおいては、該コンテナの物理的性質の状態変化を確認するための検出手段を具備する
とともに、該検出手段からの情報を受け取るデータ処理ユニットである、通電可能に構成
された部材を、該コンテナの一つ以上の表面に具備するものである。
【０００２】
　また、本発明は、物品を収容するためのコンテナ、及び本発明に係る方法を実施するた
めのコンテナに関する。
【背景技術】
【０００３】
　物流システムの物品輸送の分野では、輸送用コンテナを適切に保護する必要があり、そ
れゆえ、損傷、盗難、その他望まれざる影響に抗して、物品を収容する必要がある。そこ
で、複雑に保護され、かつ、重量のかさむコンテナを使用しないために、通常は輸送中に
コンテナはモニタリングされる。
【０００４】
　例えば、温度、気圧、湿度などの特定の環境条件下で輸送されない場合に、輸送中の物
品に損傷が起こりうる。特に、食物や薬が必要とされる最適な条件下で輸送されない結果
として、損傷が起こりうる。それゆえ、輸送及び物流システムのオペレータにとって、コ
ンテナ内の物品の環境条件をモニタリングし、記録することが好ましく、いくつかの場合
には、モニタリングすることは輸送用コンテナの状態に直接の影響を与える。
【０００５】
　例えば特許文献１に記載のように、果物や野菜など容易に損傷するおそれのある物品を
収容するコンテナ内にて、環境条件がモニタリングされ、かつ、制御される、コンテナを
モニタリングするシステムは公知である。当該システムは、コンテナ内に状態監視手段を
内装し、該状態監視手段は、電話、無線、衛星接続等でモニタリングセンターと通信状態
に置かれる。また、当該システムは、盗難防止手段を具備し、該盗難防止手段において、
例えばＧＰＳのような衛星測位手段によってコンテナの位置が検出される。そして、その
位置が所定の目的地から外れると、警報発生と同時に様々な追跡が始まる。
【０００６】
　特に、輸送用コンテナの完全性を証明するためには、輸送用コンテナの状態を表示し、
記録することが好ましい。郵便輸送部門では、封筒や小包のような包装は、その表面全体
又はその一部が複数の通電帯にコーティングされることが周知である。このため、例えば
特許文献２に記載のように、包装の完全性を確認する手段を具備する包装が開示されてい
る。該包装は、複数の通電帯及び制御手段を具備し、包装への損傷は該通電帯の電気回路
を分断し、係る回路の分断を損傷として検出するものである。この損傷の発生は記憶部に
書き込まれる。この情報は、例えば輸送システムの中で包装の損傷場所、損傷日時、損傷
箇所等にまで拡張することが可能である。なお、これらの情報は、インターフェイスやさ
らなる処理によって読み取り可能である。
【０００７】
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　特許文献３においても、同様に損傷を検知するための通電インクが塗布された包装につ
いて開示されている。包装部材に対する物理的な損傷の発生を検知する手段に加えて、当
該包装は、包装内の温度を測定する温度センサを具備する。この温度測定値は、記憶され
、後にインターフェイスによって読み取り可能である。
【０００８】
　特に高価な物品を輸送する間は、輸送用コンテナから盗難されるリスクがある。ここに
おいて、実際の輸送最中や中間地点において物品はコンテナから運び出される。このため
、委託される輸送会社にとっては、物品を収容するコンテナは、所定の輸送の流れの間に
、開封されていないこと、好ましくは、所定の明細事項に従っていることを証明すること
が望まれる。そして、コンテナに望ましくない事件が起こった場合にも、このことは適切
に記録される。
【特許文献１】独国特許ＤＥ１９５　３４　９４８号公報
【特許文献２】欧州特許ＥＰ１　１２２　６９８号公報
【特許文献３】国際特許公報ＷＯ２００４／０７８７８７号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　以上の如き状況を鑑み、本発明は、物品の輸送をモニタリングし、上述の従来技術より
良い、物品輸送用のコンテナを提供することを目的とする。
【００１０】
　さらには、物品を収容するコンテナをモニタリングする方法を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明によれば、係る目的は独立項・請求項１に記載の特徴を有する方法によって達成
される。さらなる改良は従属項・請求項２から請求項１７に示される方法によって得られ
る。本発明にかかる最良の実施形態は、請求項１８から請求項２５に示される方法である
。本目的は、請求項２６に記載のコンテナによっても達成される。さらなる改良は従属項
・請求項２７から請求項３７に示されるコンテナによって得られる。本発明にかかる最良
の実施形態は、請求項３８から請求項４２に示されるコンテナである。
【００１２】
　本発明に係る方法は、一つ以上のコンテナ表面に、コンテナ部材の物理的特性の状態変
化を確かめるための検出手段となる通電素材を具備し、物品を収容するコンテナをモニタ
リングする方法である。該コンテナに具備されるデータ処理ユニットは、該検出手段から
状態情報を受け取る。本方法は、前記コンテナと通信され、かつ、該コンテナの位置を決
定する測位手段がコンテナの位置を決定し、このコンテナ位置が前記検出手段により得ら
れた状態情報と関連付けられる、ことを特徴とする。この処理において、前記コンテナ位
置は、コンテナ表面若しくはコンテナを輸送する輸送手段に具備される測位手段によって
決定される。該測位手段が、輸送手段と関連付けられている場合は、当該測位手段は前記
データ処理ユニットと通信状態に置かれることが好ましい。
【００１３】
　前記コンテナ位置は、例えばＧＳＭ装置、ＧＰＳ装置、及び／又は方向探索送信機から
なる測位手段により決定される。この複数の測位手段は、測位の精度選択機能として用い
られ、択一的に、又は並列的に用いられる。
【００１４】
　本方法は、前記検出手段により得られる状態情報を目標値と比較し、目標値からの偏移
を警報とみなすものである。該状態情報の比較は、前記通電層の電気的特性の測定値と、
当該電気的特性の目標値と、を比較することによって行なわれる。ここで、前記検出手段
によって検出されるコンテナ部材の物理的特性が、目標値から偏移する場合であっても、
当該偏移が前記データ処理ユニット内に前記コンテナを開けることが可能な位置として記
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憶されている場合は、警報とみなさない。
【００１５】
　本発明に係る最良の実施形態においては、前記検出手段により得られる状態情報をコン
テナに具備される通信装置に送信し、該通信装置は送信される状態情報をメッセージ受信
装置に送信するものである。該通信装置は、ＧＳＭ装置であれば好ましい。前記状態情報
は、輸送中、又は前記コンテナが目的地に着いたときに、前記通信装置から前記メッセー
ジ受信装置に送信される。前記データ処理ユニットによる比較により、前記検出手段によ
り得られる状態情報の目標値からの偏移が警報とみなされる場合には、輸送中にのみ当該
状態情報を送信するものであれば好ましい。
【００１６】
　前記コンテナの測位及び前記検出手段により得られる状態情報とコンテナ位置との関連
付けは、前記コンテナのデータ処理ユニットにより行なわれるものであれば好ましいが、
前記メッセージ受信装置又はモニタリングセンター内で行なわれるものでも構わない。
【００１７】
　本発明に係る最良の実施形態においては、前記コンテナは、該コンテナ内の雰囲気を検
出する雰囲気測定装置を具備するとともに、該コンテナ内において該雰囲気測定装置によ
り測定される測定値は、前記データ処理ユニットに送信されるものである。前記雰囲気測
定装置は、例えば温度センサ及び／又は湿度センサであるとともに、その測定値は前記コ
ンテナのデータ処理ユニットに送信される。
【００１８】
　本発明に係る他の実施形態においては、前記コンテナは、該コンテナ内に収容される物
品を記録する物品検出手段を具備するとともに、検出される物品データは前記データ処理
ユニットに送信されるものである。前記コンテナの開放端に設けられるアンテナは、該物
品検出手段の一例である。そして、当該物品が該コンテナ内に収容されるときに、該コン
テナに付設されるＲＦＩＤタグが該アンテナを通過する間に、当該ＲＦＩＤタグを読み取
ることで物品が記録される。また、前記コンテナは、前記物品の全てが該コンテナ内に収
容されるときに、当該全ての物品を検出する集団検出装置を具備するものである。
【００１９】
　前記物品が検出されるとき、少なくとも前記コンテナ内に収容される物品の個数が、前
記データ処理ユニットに記録される。ここで、前記コンテナから取り出される物品により
、前記データ処理ユニットに記録された物品の個数を減数するとともに、該コンテナから
物品を取り出すことにより、当該物品に具備され、かつ、明白に識別可能なＲＦＩＤタグ
を検出する手順の数が、偶数として記録される。
【００２０】
　前記コンテナ内に収容される物品の個数に加えて、当該物品に関するさらなる情報が得
られるものであれば好ましい。本発明に係る最良の実施形態においては、前記記録された
物品の個数、及び／又は、前記記録された物品に関するさらなる情報は、前記データ処理
ユニットから前記通信装置に送信され、この送信された情報をメッセージ受信装置に送信
するものである。前記メッセージ受信装置は、例えば、当該物品の受取人側、又はモニタ
リングセンター側に設けられる。
【００２１】
　コンテナをモニタリングする方法に加えて、本発明は、本発明に係るモニタリング手段
を具備するコンテナについても包括する。一つ以上のコンテナ表面に、コンテナ部材の物
理的特性の状態変化を確かめるための検出手段となる通電帯を具備し、物品を収容するコ
ンテナである。該コンテナは、該検出手段から状態情報を受け取るデータ処理ユニット、
及び、該コンテナと通信状態に置かれ、かつ、該コンテナの位置を決定する測位手段を具
備する。前記コンテナは、前記データ処理ユニットと通信状態に置かれる通信装置、及び
温度センサ及び／又は湿度センサのような雰囲気測定装置を具備するものであれば好まし
い。本発明に係る最良の実施形態においては、前記コンテナは、保護部材を具備するもの
である。コンテナに係る他の実施形態においては、少なくとも該コンテナ内に収容される
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物品の個数が記録される物品検出手段を具備するものである。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明に係る方法は、物品の輸送中にコンテナの状態を広範囲にモニターできるという
利点がある。前記コンテナの位置とコンテナに関する出来事または状態と関連付けるため
に、コンテナ部材及び／又は環境条件の物理的特性を測定し検出する技術を測位手段とと
もに用いることができる。これにより、位置の正確な決定、そして、例えば出来事が起こ
った責任範囲を決定することができる。
【００２３】
　精度の異なる複数の測位手段を用いる場合は、精度範囲の選択的機能として用いること
ができる。ここで、取得したデータをモニタリング要素に継続的に又は警報を発信する場
合に、送信可能な通信装置を用いることは特に好ましい。
【００２４】
　コンテナが満載されるときに、すでにモニタリングを開始するために、該コンテナ内に
収容される全ての物品を記録可能な物品検出手段を用いることが好ましい。次に、問題と
なるコンテナの位置は、この情報と関連付けられて、通信装置は別のメッセージ受信装置
にそのデータを送信する。このようにして、輸送される物品が実際にコンテナ内に収容さ
れたこと、及び盗難は輸送中にしか発生しないことを示すログ（記録）が生成される。
【００２５】
　これは、状態センサと測位手段を具備し、輸送段階の前にコンテナの内容物に対するあ
らゆる不確定要素を考慮する必要なしに、望まざるコンテナに対する全ての出来事を追跡
することができるので、物品を収容するコンテナを輸送する者にとって特に好ましい。
【００２６】
　本発明のその他の効果、技術的特徴、および実用的な改良については、以下の、従属項
の請求項、および図面を参照しての好ましい実施形態の説明のとおりである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　図１に概略的に示される、物品を収容し、輸送するコンテナ１０は、例えば底面、四つ
の側面、及び蓋を有する直方体形状のコンテナである。該コンテナは段ボール、木、プラ
スチック、金属、又はそれらの結合による素材からなる。段ボールのような柔らかい素材
からなる場合、該コンテナを完全に被覆する保護部材１００で覆うことは実用的である。
この保護部材は、同様にプラスチックや木、金属製の部材である。
【００２８】
　前記保護部材を具備するコンテナは図２に例示される。本発明に係る最適な実施例にお
いては、保護部材１００は、木製のパレット底部１１０、硬化プラスチック製の複数の側
面、及び蓋を具備する。底部１１０は、従来のパレットで構成され、硬化プラスチック製
の側面に、固定、又は取りはずし可能に接続される。保護部材１００は、コンテナ１０に
取り外し可能に構成されることが好ましいことが証明されているが、保護部材１００を、
コンテナ１０に固定することも可能である。このように、該コンテナは、前記保護部材の
被装によって保護されて、輸送経路の一部を超えて輸送されることもでき、一方、該コン
テナは、保護部材なしに付加的な保護が不必要な他の輸送経路に沿って搬送され、又は保
管されることもできる。さらにこの方法によれば、保護部材１００は、たとえコンテナ１
０が損傷を受けて利用できなくなっても、再利用でき、何度でも繰り返し利用できる。
【００２９】
　コンテナ１０の側面の表面全てに、コンテナ部材の物理的性質の状態変化を検出する検
出手段３０となる、通電可能な部材からなる表面を具備するものであれば好ましい。この
ため、コンテナの表面の一部又は全部が通電部材で被覆される。該コンテナ表面は、コン
テナ部材上に直接、又はポリマーフィルム上にプリントされる、通電インクによる複数の
通電帯を具備することが好ましい。簡単のために、図１では、コンテナの前面にのみ通電
帯３０を具備する。該通電帯は、コンテナ部材の性質の物理的変化、及びコンテナ部材の
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損傷が該通電帯の電気的性質を変化するように配置される。
【００３０】
　検出手段によって得られた状態の情報を評価するために、通電帯３０は、コンテナ１０
と通信しているデータ処理ユニット４０に接続される。該データ処理ユニットは、少なく
とも一つの電源と、処理データの算出手段と、記憶手段と、を具備することが好ましい。
このユニットは、コンテナ１０の表面か、その内部に配置されれば好ましい。また、この
ユニットを外部からの不正アクセスから防御するために、例えばコンテナ部材の中に個別
要素を組み込むことができる。
【００３１】
　コンテナの通電帯３０は、コンテナ部材の特性をモニタリングする検出手段として様々
な利用方法がある。例えば、該通電帯の抵抗を常時測定して、その抵抗の変動をコンテナ
部材に対する損傷とみなすものである。この方法は、前記通電帯が曲げられることにより
前記モニタリングが操作されるリスクを伴うので、アナログの抵抗値についてもモニタリ
ングし続けることが実用的である。ここで、例えば劣化、湿気、温度の影響等による抵抗
の環境変化を考慮するために、参照帯を用いることが好ましい。該参照帯により設定され
る目標値から外れるときに、コンテナ部材の損傷として記録され、付加的に警報として記
録する。
【００３２】
　例えば切り傷によるコンテナ部材の損傷だけでなく、むしろコンテナの蓋の開放を記録
するためにも、様々な蓋の設備が設けられる。本出願の範囲内において、単に一回の蓋の
開放を記録する必要がある場合には、例えば通電帯３０をコンテナの蓋面１１・１１へ延
長することで達成される。封筒をモニタリングすることに用いられる最新技術にも知られ
るように、開閉用表面は、通電帯３０がコンテナ部材には僅かに付着する一方、開閉部材
には接着用テープのように強く付着するように構成されるものである。例えば、段ボール
製のコンテナ蓋面１１の開閉部分は、二つ又は四つの蓋面が重なり合い、繋がるように構
成される。このような二つの可視表面を具備する蓋面は図１に示される。蓋面１１・１１
は、通電帯が僅かに付着する表面の範囲内に付着される接着用テープ（不図示）に接続さ
れることが好ましい。これによって、前記通電帯及びその下方が分離されることなく蓋を
開けて、前記接着用テープを取り外すことは不可能となり、その結果として生じる通電帯
の電気的特性の変化が記録されることとなる。
【００３３】
　本発明に係る他の実施形態では、重なり合う蓋面１１・１１は、例えば図１に示すよう
に蓋面の端部に沿って延びる容量性接続面１２・１２を具備する。蓋が閉じられていると
きは、二つの接続面がそれぞれの上端で重なり、これによって二つの接続面１２・１２が
比較的高い容量を有する容量体を形成する。蓋が開けられたときは、接続面１２・１２の
間の距離が大きくなり、容量が著しく低くなる。該接続面は同様に、データ処理ユニット
４０と通信され、容量の低下は蓋の開放として記録される。
【００３４】
　蓋と容量性接続面１２・１２との配置関係においては、接着用テープを用いて固く閉じ
る必要が無く、さらに複数回の開閉を、その過程の中で蓋の接着を解くことなく記録でき
るという利点がある。このように、許可が与えられたときは、物品２０は取り出され、又
はコンテナ内に入れることができ、一方で不正な操作は記録される。
【００３５】
　本発明に係る本質的な構成要素は、コンテナ１０は、該コンテナの位置を決めるために
測位手段５０と通信状態に置かれることである。測位手段５０は、コンテナ表面に直接設
けるのが好ましいが、該コンテナが輸送される輸送手段とともに設けても良い。例えば、
該測位手段は、コンテナを輸送する飛行機やトラック、船などに設けられる。
【００３６】
　前記測位手段は、例えば方向探索送信機、ＧＳＭ装置、ＧＰＳ装置等からなる。該方向
探索送信機は、コンテナ上に設けられ、又はその輸送手段上に設けられ、遠隔ステーショ
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ンによって位置指定される。この場合、コンテナの位置についての情報は、データ処理ユ
ニット４０で用いられるものでなく、方向探索送信機は、ＧＰＳ（地球規模測位システム
）のような他の装置によって拡張されることが好ましい。ＧＰＳによる測位手順は、デー
タ処理ユニット４０がコンテナの位置を得られるように最新の位置が、関連する衛星受信
機に送信されるものである。なお、これは、携帯測位探索機によって位置情報を送信する
ＧＳＭ装置にも適用される。ＧＳＭ装置を用いることは、同時に情報送信用の通信装置と
して用いることができる点で好ましい。
【００３７】
　上述のように言及される前記測位手段は、択一的に、又は並列的に用いることが可能で
ある。本発明に係る最適な実施形態においては、少なくとも二つの測位手段によってコン
テナの位置を決定するものである。この実施形態の場合、様々な測位技術によりコンテナ
の位置は、可変な正確性を持って決定され、必要であれば、閉鎖空間内において決定され
るものである。例えば、前記方向探索送信機は、できる限り正確にコンテナの位置を決定
するために用いられ、一方で、ＧＰＳ及び／又はＧＳＭ装置による測位は大きい範囲内で
の決定に有効である。
【００３８】
　本発明に係る他の実施形態においては、コンテナ１０は、コンテナ内又は外の雰囲気状
態を測定する雰囲気測定装置７０を具備する。該雰囲気測定装置は、同様にデータ処理ユ
ニット４０と通信される。この雰囲気測定装置は、例えばその測定値がデータ処理ユニッ
ト４０に送信される温度センサ、湿度センサ等である。
【００３９】
　前記コンテナは、データ処理ユニット４０と通信される通信装置８０を具備する。通信
装置８０は、例えばデータを読み取るＰＣインターフェイスである。しかし、ＧＳＭネッ
トワーク内でどのメッセージを受信し、送信するか、というＧＳＭ装置の使用に関して特
別な選択が与えられる。この通信装置は、データ処理ユニットから受け取ったデータをモ
ニタリングセンター６０及び／又は代替メッセージ受信手段６１に送信できるように構成
される。該モニタリングセンターは、例えば物品をコンテナに収容して輸送する輸送・物
流会社の中央オフィスである。付加的なメッセージ受信手段６１は、荷送り人の元、又は
物品の受取人の元に設けられ、これらのステーションでは、同様にコンテナからのメッセ
ージを受信できる。
【００４０】
　測位手段５０、通信装置８０等の様々なセンサを具備する上述のコンテナ１０の構成に
よって、コンテナをモニタリングすることが可能となり、完全性、位置、環境条件等の様
々なパラメータがモニター可能となる。コンテナ１０の完全性に対するモニタリングは、
通電表面の形で検出手段３０によってモニターされ、測定される電気的特性はデータ処理
ユニット４０に送信される。このように、例えば輸送中に、物品を許可無く持ち去る目的
でコンテナを鋭利なもので切って開けたかどうかをモニターすることができる。
【００４１】
　さらに、コンテナの設計経路をモニターし、このために測位手段５０を用いてコンテナ
の位置を随時決定することが好ましい。このように、コンテナが設計経路を外れたかどう
かを追跡することができ、これを確認するべきイレギュラー事項の発生のサイン、又はコ
ンテナに収容された物品の盗難のサインとすることができる。この測位は特に、イレギュ
ラー事項が発生した位置を示すことで、コンテナの位置と警報とを関連付けるものである
。
【００４２】
　コンテナ内部の温度や湿度のモニタリングは、適宜のセンサ７０により行なわれ、その
測定値は、同様に前記データ処理ユニットに送信される。これによって、例えば食物や薬
などを輸送する間に、要求される条件が維持されているかどうかをモニターすることがで
きる。
【００４３】
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　コンテナ１０をモニタリングする方法には、様々な種類の警報や、それらに対する応答
が含まれる。例えば、コンテナで得られるデータは、データ処理ユニット４０に記憶され
、及び／又は、通信装置８０を介して随時モニタリングセンター６０又は代替メッセージ
受信手段６１に送信し続けられるものである。このように記憶するだけの場合には、例え
ばコンテナの目的地においてインターフェイスを介して読み取ればよい。これは受信装置
に接続される通信装置８０によって行なわれ、この接続は直接有線にて、又は遠隔送信に
て行なわれる。この遠隔送信のために適した通信手段は、例えばコンテナ内にデータの記
憶・読み取りが可能なＲＦＩＤタグ等である。
【００４４】
　測定値の目標値からの偏移の評価は、同様にデータ処理ユニット４０内でそれ自身によ
って行なわれる、又は独立した評価ユニット内で行なわれる。後者の場合、例えばデータ
は目的地で読み取られて、目標状態からの偏りが発生したかどうかによって評価される。
これは、本出願に単にコンテナが正しく輸送されたかどうか、そして損傷がどこで発生し
たか、という決定が求められるだけならば、好ましいものである。
【００４５】
　しかし、必要ならば、当該警報に対する直接の応答が行なわれるために、輸送中コンテ
ナをモニタリングすることは最適である。この場合、通信装置８０は、すでに輸送中にコ
ンテナに関するデータをモニタリングセンター６０に送信するものである。ここでは、前
記データ処理ユニットは、継続的なデータ流れを送るのではなく、測定された状態情報を
評価し、目標値から偏移がある場合は警報をならすことが好ましい。警報が発信される時
刻だけが、モニタリングセンター６０及び／又は代替メッセージ受信手段６１に送信され
る状態情報である。この通知は、目標値からの偏移の種類とその偏移の発生に関連付けら
れた場所とを具備するものであれば好ましい。例えば、警報がコンテナの完全性と関連付
けられているとき、コンテナの最新の位置はこの警報と関連付けられて、コンテナが盗難
の範囲内で損傷を受けたかどうかをその場で確認することができる。
【００４６】
　本発明に係るコンテナにより、許可された開放を証明する方法も得られる。例えば、デ
ータ処理ユニット４０内で、コンテナを所定の場所においてのみ開放することをプログラ
ムすることができる。結果として、コンテナが開けられたとき、測位手段５０によって随
時決定されるコンテナの位置は、開放が許可された場所と比較されるものである。これら
の位置が一致する場合、開放は正しいものとして記録される。この比較において互いの位
置が異なる場合、これはコンテナの不正な開放とみなされる。位置に関する偏移について
様々な許容範囲がプログラムされる、このため、異なる正確性の範囲の異なる測位手段を
用いることが好ましい。例えば、開ける瞬間の位置に１メートルの範囲の正確性が必要な
らば、方向探索送信機が利用可能である。これは、例えばビル内のコンテナが所定の部屋
においてのみ開放が許可される場合である。開放について大きい範囲が許容されるならば
、ＧＳＭ装置やＧＰＳ装置等の正確性のより少ない測位手段が有効である。
【００４７】
　本発明に係る他の実施例においては、コンテナの許可された開放は、アクセスコード又
はコンテナの解除を要求する。該アクセスコードは、利用者が前記データ処理ユニットに
直接入力可能である。しかし、例えばデータ処理ユニット４０がモニタリングセンター６
０や代替のものによってコンテナの解除を要求することによってアクセスコントロールが
達成されることが特に好ましい。所定の条件が満たされると、例えば前記モニタリングセ
ンターはデータ処理ユニット４０にアクセスコードを送信し、コンテナを不正アクセスと
みなされないように開放可能な状態にする。このように、警報を発信せずにコンテナを開
けることを許可するために、複数の要素又は利用者によるアクセスコードの送信が要求さ
れることが達成される。
【００４８】
　本発明に係る最適な実施例においては、前記コンテナは、コンテナ１０に収容される物
品を記録するための物品記録手段９０を具備する。図３に概略的に示されるように、コン
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テナ１０の開放端の周囲に付設されるアンテナが配置される。平易とするために、コンテ
ナの蓋面は図３では省略している。前記アンテナによる検出のために、物品２０には、重
要物がアンテナを通過して運ばれる間に読み取られるＲＦＩＤタグ２１が設けられる。こ
のように、アンテナ９０は、物品の検出が記録されるデータ処理ユニット４０と通信され
て、該重要物は検出される。該物品は、アンテナにより検出可能な他の認識手段も具備す
ることもできる。しかし、前記ＲＦＩＤタグは認識する目的においてすでに多くの物品に
採用され、所望により付加的な情報を読み出せる点で利点がある。
【００４９】
　物品が検出されるとき、少なくともコンテナ内に存在する物品の個数が記録され、前記
データ処理ユニットは、前記物品がコンテナ外に運び出されるときに記録する算出手段を
具備する。これは、物品に具備され、かつ、明白に認識可能なＲＦＩＤタグを検出する手
順の数を記憶しておくことで達成される。この検出手順の数が偶数になった場合は、当該
物品はもはやコンテナの中にはないものとして記録される。
【００５０】
　図３に示す類のエッジアンテナにより物品を検出することに加えて、その代替物として
、コンテナ内への収容手順完了後に、コンテナ内の全物品のＲＦＩＤタグ２１・２１・・
・に対する集合検出を行なうことができる。コンテナ内への収容手順完了後、該集合検出
は、例えばオペレータによって開始される。当該検出後に不正にコンテナから物品を持ち
出されるのを避けるために、エッジアンテナを付加的に設け、該エッジアンテナにより、
前記集合検出によってすでに記録されたＲＦＩＤタグの持ち出しを記録する。
【００５１】
　物品検出手段９０による物品２０の検出は、関連するＲＦＩＤタグ２１から付加的なデ
ータを読み取るために用いることもできる。これは、例えば物品の送り主若しくは受取人
、又は輸送中に要求される雰囲気条件に関する情報、又は設定経路、又は物品を認識する
ためのデータ、のような情報を含むことができる。このデータは、同様にデータ処理ユニ
ット４０に記憶され、可能であれば、処理されるものである。例えば、コンテナをモニタ
ーするための目標値がこのデータを元に生成されるものである。
【００５２】
　測位手段５０を具備する本発明に係るコンテナにより、コンテナの位置と検出される物
品２０とを関連付けることができる。このように、特定の場所のコンテナ内に収容された
所定の物品の個数を前記データ処理ユニット内に記憶することが可能となる。また、通信
装置８０により、物品がコンテナ内に収容された影響に対するメッセージを、メッセージ
受信手段６１、及び／又はモニタリングセンター６０に送信することが可能となる。該通
信装置がＧＳＭ装置の場合、テキストデータをモニタリングセンター６０又は適宜の受信
装置６１に送信する。その結果、受信者は、例えば輸送途中のコンテナ内に収容された物
品の種類や正確な個数の確認を受け取ることができるのである。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明に係るコンテナの最良の実施形態を示す概略図。
【図２】保護部材を具備するコンテナの実施形態を示す図。
【図３】物品を記録する手段を具備するコンテナの実施形態を示す図。
【符号の説明】
【００５４】
　１０　　コンテナ
　１１　　蓋面
　１２　　容量性部材
　２０　　物品
　２１　　ＲＦＩＤタグ、認証手段
　３０　　検出手段、通電層／帯
　４０　　データ処理ユニット
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　５０　　測位手段
　６０　　モニタリングセンター
　６１　　メッセージ受信手段、メッセージ受信装置
　７０　　雰囲気測定装置
　８０　　通信手段、インターフェイス
　９０　　物品記録手段、エッジアンテナ
　１００　保護部材
　１１０　パレット底

【図１】 【図２】
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【図３】

【手続補正書】
【提出日】平成18年10月27日(2006.10.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一つ以上のコンテナ表面に、コンテナ素材の物理的特性の状態変化を確かめるための検
出手段となる通電素材を具備し、該コンテナに、該検出手段から状態情報を受け取るデー
タ処理ユニットを具備する、物品を収容するコンテナをモニタリングする方法であって、
　前記コンテナと通信され、かつ、該コンテナの位置を決定する位置決定手段がコンテナ
の位置を決定し、該コンテナ位置を前記検出手段により得られた状態情報と関連付けられ
、
　前記コンテナは、該コンテナ内に収容される物品を記録する物品検出手段を具備すると
ともに、検出される物品データは前記データ処理ユニットに送信され、
　当該物品が該コンテナ内に収容されるときに、該コンテナに付設されるＲＦＩＤタグが
該アンテナを通過する間に、当該ＲＦＩＤタグを読み取ることで物品が記録される、
　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記コンテナ表面に具備される位置決定手段によって、該コンテナの位置が決定される
、ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記コンテナを輸送する輸送手段に具備される位置決定手段によって、該コンテナの位
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置が決定される、ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　輸送手段に具備される位置決定手段によって決定される位置を、前記コンテナに具備さ
れる前記データ処理ユニットに送信する、ことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記コンテナの位置を、ＧＳＭ装置、ＧＰＳ装置及び／又は方向探索送信機、からなる
位置決定手段によって決定する、ことを特徴とする請求項１から請求項４のうち一項以上
に記載の方法。
【請求項６】
　前記方向探索送信機、ＧＰＳ装置、又はＧＳＭ装置は位置決定の精度選択機能として用
いられ、これらの位置決定手段は択一的、もしくは並列的に用いられる、ことを特徴とす
る請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記検出手段により得られる状態情報を目標値と比較して、目標値からの偏移を警報と
みなす、ことを特徴とする請求項１から請求項６のうち一項以上に記載の方法。
【請求項８】
　前記状態情報の比較は、前記通電層の電気的特性の測定値と、当該電気的特性の目標値
と、を比較することによって行なわれる、ことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記検出手段によって検出されるコンテナ素材の物理的特性が、目標値から偏移する場
合であっても、当該偏移が前記データ処理ユニット内に前記コンテナを開けることが可能
な位置として記憶されている場合は、警報とみなさない、ことを特徴とする請求項７及び
請求項８のうち何れか一項又は両方に記載の方法。
【請求項１０】
　前記検出手段により得られる状態情報をコンテナに具備される通信装置に送信し、該通
信装置は送信される状態情報をメッセージ受信装置に送信する、ことを特徴とする請求項
１から請求項９のうち一項以上に記載の方法。
【請求項１１】
　前記通信装置は、ＧＳＭ装置である、ことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記状態情報は、前記コンテナが目的地に着いたときに、前記通信装置から前記メッセ
ージ受信装置に送信される、ことを特徴とする請求項１０及び請求項１１のうち何れか一
項又は両方に記載の方法。
【請求項１３】
　前記状態情報は、前記コンテナが目的地に到着するまでに、前記通信装置から前記メッ
セージ受信装置に送信される、ことを特徴とする請求項１０及び請求項１１のうち何れか
一項又は両方に記載の方法。
【請求項１４】
　前記状態情報は、前記データ処理ユニットによる比較により、前記検出手段により得ら
れる状態情報の目標値からの偏移が警報とみなされる場合に、前記メッセージ受信装置に
送信される、ことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記コンテナの位置決定及び前記検出手段により得られる状態情報とコンテナ位置との
関連付けは、前記コンテナのデータ処理ユニット又は前記メッセージ受信装置により行な
われる、ことを特徴とする請求項１から請求項１４のうち一項以上に記載の方法。
【請求項１６】
　前記コンテナは、該コンテナ内の雰囲気を検出する雰囲気測定装置を具備するとともに
、該コンテナ内において該雰囲気測定装置により測定される測定値は、前記データ処理ユ
ニットに送信される、ことを特徴とする請求項１から請求項１５のうち一項以上に記載の
方法。
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【請求項１７】
　前記雰囲気測定装置は、温度センサ及び／又は湿度センサであるとともに、その測定値
は前記コンテナのデータ処理ユニットに送信される、ことを特徴とする請求項１６に記載
の方法。
【請求項１８】
　少なくとも前記コンテナ内に収容される物品の個数が、前記データ処理ユニットに記録
される、ことを特徴とする請求項１から請求項１７のうち一項以上に記載の方法。
【請求項１９】
　前記コンテナから取り出される物品により、前記データ処理ユニットに記録された物品
の個数を減数するとともに、該コンテナから物品を取り出すことにより、当該物品に具備
され、かつ、明白に識別可能なＲＦＩＤタグを検出する手順の数が、偶数として記録され
る、ことを特徴とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記コンテナ内に収容される物品の個数に加えて、当該物品に関するさらなる情報が得
られる、ことを特徴とする請求項１８及び請求項１９の何れか一項又は両方に記載の方法
。
【請求項２１】
　前記記録された物品の個数、及び／又は、前記記録された物品に関するさらなる情報は
、前記データ処理ユニットから前記通信装置に送信され、この送信された情報をメッセー
ジ受信装置に送信する、ことを特徴とする請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記メッセージ受信装置は、当該物品の受取人側、又はモニタリングセンター側に設け
られる、ことを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　一つ以上のコンテナ表面に、コンテナ素材の物理的特性の状態変化を確かめるための検
出手段となる通電素材を具備し、コンテナに、該検出手段から状態情報を受け取るデータ
処理ユニットを具備する、物品を収容するコンテナであって、
　前記コンテナは、該コンテナの位置を決定する位置決定手段と、前記データ処理ユニッ
ト内の状態情報と当該コンテナ位置とを関連付ける手段と、を具備し、
　前記コンテナは、該コンテナ内に収容される物品が記録される物品検出手段を具備する
とともに、該物品検出手段は、前記データ処理ユニットと通信状態に置かれ、
　前記コンテナは、該コンテナの開放端周囲に具備されるアンテナを具備するとともに、
該アンテナは、前記物品が該コンテナ内に収容され、アンテナを通過する間に、前記物品
に付設されるＲＦＩＤタグを読み取る、
　ことを特徴とするコンテナ。
【請求項２４】
　前記位置決定手段は、コンテナ表面に設けられる、ことを特徴とする請求項２３に記載
のコンテナ。
【請求項２５】
　前記データ処理ユニットは、前記コンテナを輸送する輸送手段に設けられる位置決定手
段と通信状態に置かれる、ことを特徴とする請求項２３に記載のコンテナ。
【請求項２６】
　前記位置決定手段は、ＧＳＭ装置、ＧＰＳ装置、及び／又は方向探索通信機である、こ
とを特徴とする請求項２３から請求項２５のうち一項以上に記載のコンテナ。
【請求項２７】
　前記位置決定の精度選択機能として、前記位置決定手段を択一的又は並列的に用いる、
ことを特徴とする請求項２６に記載のコンテナ。
【請求項２８】
　前記コンテナは、前記データ処理ユニットと通信状態に置かれる通信装置を具備する、
ことを特徴とする請求項２３から請求項２７のうち一項以上に記載のコンテナ。
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【請求項２９】
　前記通信装置はＧＳＭ装置である、ことを特徴とする請求項２８に記載のコンテナ。
【請求項３０】
　前記データ処理ユニットは、前記検出手段により得られる状態情報を、当該コンテナ素
材の物理的特性の目標状態と比較する手段を具備する、ことを特徴とする請求項２３から
請求項２９のうち一項以上に記載のコンテナ。
【請求項３１】
　前記データ処理ユニットは、前記測定される通電層の電気的特性を、当該通電層の電気
的特性の目標値と比較する手段を具備する、ことを特徴とする請求項３０に記載のコンテ
ナ。
【請求項３２】
　前記コンテナは、該コンテナ内の雰囲気を検出する雰囲気測定装置を具備するとともに
、当該雰囲気測定装置は前記データ処理ユニットと通信状態に置かれる、ことを特徴とす
る請求項２３から請求項３１のうち一項以上に記載のコンテナ。
【請求項３３】
　前記雰囲気測定装置は、温度センサ及び／又は湿度センサからなる、ことを特徴とする
請求項３２に記載のコンテナ。
【請求項３４】
　前記コンテナは、保護部材を具備する、ことを特徴とする請求項２３から請求項３３の
うち一項以上に記載のコンテナ。
【請求項３５】
　前記データ処理ユニットは、少なくとも物品の個数及び／又は当該物品に関するさらな
る情報を記録する手段を具備する、ことを特徴とする請求項２３から請求項３４のうち一
項以上に記載のコンテナ。
【請求項３６】
　前記データ処理ユニットは、前記物品に具備され、かつ、明白に認識可能なＲＦＩＤタ
グが検出される手順の数が、偶数か奇数かという結果を記録する手段を具備する、ことを
特徴とする請求項３５に記載のコンテナ。
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